特別指定区域の建築計画適合チェックリスト（下阿曽）

	項　　　　　　目
	チェック

	最低敷地規模(旧山陽道沿道は300㎡、その他の区域は250㎡)以上確保されているか
	OK　NG

	絶対高さは12ｍまでに抑えられているか
	OK　NG

	道路境界から (2項道路の場合は中心から2ｍ後退した位置から)

1階は1.5ｍ、2階は2ｍ、3階以上は3.5ｍの壁面後退はされているか
	OK　NG

	塀は自然石等、景観に配慮した素材を使用し、高さが旧山陽道沿道は1.2ｍまで、その他の区域は1.3ｍまでに抑えられているか
	OK　NG

	敷地内で20%以上の緑地が確保されているか
	OK　NG

	2方向以上の勾配屋根とし、周囲との調和に配慮されているか
	OK　NG

	空調機等は外壁面や屋根に露出させない、または露出する場合は同色にするか意匠的に配慮されているか
	OK　NG

	外部仕上は板・漆喰・石組等の地場素材に類した素材が使われているか
	OK　NG

	田園環境に調和し、落ち着いた色調(下記基準) で計画されているか

外壁は10YR(橙)～5Y(黄)の場合は彩度4以下、明度4～6

5Y(黄)～10Y系の場合は彩度3以下、明度4～8

その他の色相は彩度2以下、明度4～7

屋根は10Y～5YR、10BG～7.5PGの場合は彩度3以下、その他は1以下

明度は4以下
	OK　NG


下阿曽街道里づくり協議会意見欄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


申請者（　　　　　　　）の 建築計画に対し、上記を確認しました。

　　年　　月　　日

下阿曽街道里づくり協議会会長　　　　　　　　　　　　㊞
下阿曽地区で建築を予定されている方へ
太子町内においては松尾、阿曽、下阿曽の3自治会でまちづくり協議会が設立され、土地利用計画が定められています。
協議会では、目標とする自治会の将来像の実現のために、ルール（ガイドライン）に則って建築をすることが申し合わされています。

調整区域の特別指定区域内で「地縁者のための住宅」等の要件で建築許可を取得しようとする場合や、既存住宅の再建築で開発許可等不要証明の交付を受けようとする場合においては、検討中の建築計画がガイドラインに沿っているものかどうか、別紙様式により協議会会長に確認を頂くようお願いします。

確認書は建築主様のお手元で建築許可通知書又は開発許可不要証明書、建築確認通知書等と共に大事に保管下さい。

